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	空き家改修費等助成のご案内
	佐賀市では、中山間地域（富士町・三瀬村・大和町松梅地区）の空き家を有効活用し定住促進を図るため、 本市の空き家バンク制度に登録された物件の改修を行う方に対して改修費等を助成します。　　
	※令和5年度現在

	【補助対象経費】 ・空き家に関する改修費 ・同一敷地内への建替費用
	【助成額】   空き家の改修費及び建替費用　対象経費の1/2（上限50万円）　   ※同居する方に中学生以下（注）の方がいる場合　上限100万円  　(注)利用登録者と当該空き家等に同居し、かつ生計を同一にする方で満15歳に達する日        以後の最初の3月31日までの間にある方。
	【補助対象者】
	対象者
	申請条件
	物件の所有者
	空き家バンクに登録された物件で成約済み、または成約の見込みがある
	物件の購入者
	空き家バンクに登録された物件で成約済み、または成約の見込みがある
	物件の賃借人
	空き家バンクに登録された物件の改修について物件の所有者の同意が必要
	※申請に係る利用登録者が、過去3年以内にこの助成の交付決定や取消しを受けている場合は申請することができません。 ※補助金交付決定については、申請書に基づき審査し決定の判断を行います。

	WEBで情報を発信中！
	佐賀市　政策推進部　中山間地域振興課　 TEL: 0952-58-2124　mail:chiiki@city.saga.lg.jp
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